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平成２３年（行ウ）第３４号政務調査費返還請求事件

原告千葉県市民オンブズマン連絡会議

被告千葉県知事鈴木栄治

被告第３準備書面

平成２４年４月１３日
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Ｉ総論

１政務調査費支出の違法性（目的外支出）の判断方法についての補足説明

（１）被告第２準備書面に示したとおり、政務調査費の支出が目的外支出として

違法となるのは、政務調査費の支出対象が県政等との関連性を欠くことが明

らか、又はその支出額が社会通念に反することが明らかであるために当該支

出が使途基準及び手引きに反する場合である。

すなわち、政務調査費の使途については、法の趣旨に基づいて定められた

第１

使途基準において、「－調査研究費｣、「二研修費｣、「三会議費｣、「四資

料購入費止｢五資料作成蕊山｢六蝋諮壽｢七事務諭し事務費上
し斡醤，

「九人件費」という９つの項目及びその内容が明記されているのであり、

これらの項目に該当する政務調査費の支出は、目的外支出とはいえない。

そして、千葉県議会のあり方検討委員会が策定した手引きは、かかる使途

基準を前提として、その運用指針を定めているのであるから、かかる運用指

針に合致する政務調査費の支出は、当然に使途基準に該当するといえるので

あって目的外支出とはならない。

（２）この点、原告は、訴状記載の請求原因「第１部総論編」「第５政務調査

費の使途基準及び定義」「３運用指針.よくある質問について」（９頁）に

おいて、「運用指針（注：手引きと同義）に合致していたとしても・・・法令

が認める支出ではないと判断されることもあり得ることになる｡」と主張して

いるが誤っている。

（３）このように被告の主張は、目的外支出の有無は、使途基準の各項目該当性

の判断であるとした上で、手引きにおける運用指針に従った支出であれば当

然に、使途基準に該当する支出として、目的外支出ではないというものであ

る。
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